
 
  

親族内承継 

現経営者の子をはじめとした親族に承継 

・心情面や、長期間の準備期間確保がしやすい、相続等による財産・株式の後継者移転が可能といった背景か

ら所有と経営の一体的な承継が期待できます。 

 

従業員承継 

「親族以外」の従業員に承継 

・経営者能力のある人材を見極めて承継することができます。 

・長期間働いてきた従業員であれば経営方針等の一貫性を期待できます。 

 

M&A 

（社外への引継ぎ） 

社外の第三者（企業や創業希望者等）へ株式譲渡や事業譲渡により承継 

・親族や社内に適任者がいない場合でも広く候補者を求めることができます。 

・現経営者は会社売却の利益を得ることができます。 



 

事業承継個別相談会申込書 

日時：１１月２８日（火） 

 

事業所名  

参加者名  

役職  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

メールアドレス  

相談内容 

 

①後継者に関することの場合：□親族承継／□従業員・役員承継／□第三者承継・その他 

 

②優遇制度について：□事業承継税制／□事業承継補助金／□事業承継計画 

 

③その他：□後継者の経営に関する相談／□今後の進め方に関する相談 

 

□その他（                               ） 

 

 


